
区　　　分

予 算 1 件
条 例 案 3 件 議案 9件
その他議案 5 件
認 定 5 件
報 告 5 件
提 出 1 件

計 20 件

◎予算
（１件）

　総務部 【議案第 105 号】令和4年度三重県一般会計補正予算（第３号）

◎条例案
（３件） 【議案第 106 号】

　総務部

（令和４年１０月１日から施行）
（改正内容）

(1)

(2)

(3)

(4)

（新型コロナウイルス感染症の今後の感染拡大に備えるため、感染防止対
策をさらに推進するとともに、原油価格・物価高騰に伴う食材費や電気料金
等の高騰の影響を受けている事業者等を支援するなど、必要な措置を講じ
るための補正予算。約１３３億円）

職員の育児休業等に関する
条例の一部を改正する条例
案

   地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正等に鑑
み、育児休業法第二条第一項第一号の人事院規則で定める期
間を基準として条例で定める期間についての規定等を整備する
ものである。

 　法改正により、原則２回まですることのできる育児休業に加えて、さらに２
回育児休業をすることのできる期間を、子の出生の日から５７日間とする。

 　非常勤職員が子の出生の日から５７日間以内に育児休業をしようとする
場合には、子の出生の日から起算して５７日間と６月を経過する日（現行：
子が１歳６箇月又は２歳に達する日）までに任期が満了すること等が明らか
でないこと等を要件とする。

 　非常勤職員の育児休業の対象期間の上限を、子が１歳６箇月及び２歳
に達する日とする要件について、夫婦交代での取得等がある場合に柔軟
に育児休業をすることができるようにする。

 　その他規定を整備する。

令和４年三重県議会定例会提出予定議案概要（追加提案・その９）

件　　　名 概　　　要



区　　　分 件　　　名 概　　　要

【議案第 107 号】
　総務部

（令和５年４月１日から施行）

【議案第 108 号】
　子ども・福祉部

（令和４年１２月１日から施行）
（改正内容）

・

◎その他議案
（５件） 【議案第 109 号】

　警察本部
○

三重県県税条例の一部を改
正する条例案

  4,236人 　 4,252人    16人

   高齢者の増加等地域の実情に鑑み、民生委員の定数の改正
を行うものである。

   民生委員の定数を改正する。

   現行　　  改正後     増減

三重県民生委員定数条例の
一部を改正する条例案

   ＷＡＮ端末等の購入
契約金額　73,700,044円

財産の取得について

   法人の県民税等の徴収金の賦課徴収に関する事務を三重県
四日市県税事務所長及び三重県津総合県税事務所長に委任
するため、知事の権限の委任の規定を整備するものである。



区　　　分 件　　　名 概　　　要

【議案第 110 号】
　戦略企画部

1 「強じんな美し国ビジョンみえ」

第１章　おおむね10年先の展望
第２章　基本理念
第３章　政策展開の基本方向と政策
第４章　県政運営にあたっての基本姿勢

令和４（２０２２）年度からおおむね１０年とする。

2

令和４（２０２２）年度から令和８（２０２６）年度までの５年とする。

みえ元気プランは、みえ元気プランでめざす三重県、みえ元気プ
ランで進める７つの挑戦、政策・施策について記載する。

「強じんな美し国ビジョンみ
え」及び「みえ元気プラン」の
策定について

   長期的な視点からおおむね10年先を見据え、政策展開の方
向性や県政運営の基本姿勢を示す、県の長期構想「強じんな
美し国ビジョンみえ」を策定するとともに、ビジョンを着実に推進
するための取組内容をまとめた中期の戦略計画として、「みえ元
気プラン」を策定するものである。

　強じんな美し国ビジョンみえおよびみえ元気プランの策定については、三重県行政に係る基本的な計
画について議会が議決すべきことを定める条例（平成13年三重県条例第47号）第３条の規定により議会
の議決を要する。

（計画の期間）

「みえ元気プラン」
（計画の内容）

（計画の内容）

（計画の期間）

強じんな美し国ビジョンみえは次の４章で構成する。

＜参考＞



区　　　分 件　　　名 概　　　要

【議案第 111 号】
　企業庁

【議案第 112 号】
　企業庁 令和3年度三重県工業用水

道事業会計未処分利益剰余
金の処分について

   地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づくもの。

   地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づくもの。令和3年度三重県水道事業
会計未処分利益剰余金の処
分について



区　　　分 件　　　名 概　　　要

【議案第 113 号】
　県土整備部

◎認定 【認定第 1 号】
（５件）

　企業庁
令和3年度三重県水道事業
会計決算

令和3年度三重県流域下水
道事業会計未処分利益剰余
金の処分について

   地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づくもの。

   地方公営企業法第３０条第４項の規定に基づくもの。



区　　　分 件　　　名 概　　　要

【認定第 2 号】
　企業庁

【認定第 3 号】
　企業庁
　

令和3年度三重県電気事業
会計決算

   地方公営企業法第３０条第４項の規定に基づくもの。

令和3年度三重県工業用水
道事業会計決算

   地方公営企業法第３０条第４項の規定に基づくもの。



区　　　分 件　　　名 概　　　要

【認定第 4 号】
　病院事業庁

【認定第 5 号】
　県土整備部
　

   地方公営企業法第３０条第４項の規定に基づくもの。令和3年度三重県流域下水
道事業会計決算

令和3年度三重県病院事業
会計決算

   地方公営企業法第３０条第４項の規定に基づくもの。



区　　　分 件　　　名 概　　　要

◎報告
（５件） 【報告第 16 号】

　農林水産部

損害賠償額 103,878円

専決処分の報告について

損害賠償額 266,975円

　県土整備部

損害賠償額 2,361,227円

専決処分の報告について 令和４年４月４日三重郡菰野町大強原地内の駐車場におい
て発生した四日市農林事務所（四日市鈴鹿地域農業改良普及
センター）に係る自動車による公務上の事故に関して損害賠償
の額について和解した。

（自動車事故による損害賠償
について）

令和３年７月１２日伊勢市岡本地内において発生した伊勢建
設事務所（用地調整室）に係る自動車による公務上の事故に関
して損害賠償の額について和解した。

専決処分の報告について
（自動車事故による損害賠償
について）

   令和４年４月１４日伊勢市久世戸町地内の県道鳥羽松阪線に
おいて発生した伊勢農林水産事務所（伊勢志摩地域農業改良
普及センター）に係る自動車による公務上の事故に関して損害
賠償の額について和解した。

（自動車事故による損害賠償
について）



区　　　分 件　　　名 概　　　要

　県土整備部
　つづき

損害賠償額 154,200円

　警察本部

損害賠償額 17,226円

損害賠償額 222,400円

専決処分の報告について

専決処分の報告について

   令和４年４月２１日津市大門地内の駐車場において発生した
津警察署に係る自動車による公務上の事故に関して損害賠償
の額について和解した。

令和４年１月２０日伊勢市岡本地内において発生した伊勢建
設事務所（建築開発室）に係る自動車による公務上の事故に関
して損害賠償の額について和解した。

専決処分の報告について

（自動車事故による損害賠償
について）

（自動車事故による損害賠償
について）

   令和３年１２月７日三重郡川越町地内の駐車場において発生
した四日市北警察署に係る自動車による公務上の事故に関し
て損害賠償の額について和解した。

（自動車事故による損害賠償
について）



区　　　分 件　　　名 概　　　要

　警察本部
　つづき

損害賠償額 188,947円

　

損害賠償額 111,782円

損害賠償額 287,850円

（自動車事故による損害賠償
について）

専決処分の報告について
（自動車事故による損害賠償
について）

（自動車事故による損害賠償
について）

   令和４年５月２３日津市河芸町地内の国道23号において発生
した鈴鹿警察署に係る自動車による公務上の事故に関して損
害賠償の額について和解した。

   令和４年５月１９日松阪市南町地内の駐車場において発生し
た松阪警察署に係る自動車による公務上の事故に関して損害
賠償の額について和解した。

専決処分の報告について

   令和４年５月２０日桑名市大字江場地内の駐車場において発
生した桑名警察署に係る自動車による公務上の事故に関して
損害賠償の額について和解した。

専決処分の報告について



区　　　分 件　　　名 概　　　要

　警察本部
　つづき

損害賠償額 42,900円

【報告第 17 号】
　県土整備部

損害賠償額 114,141円

損害賠償額 15,859円

　令和４年２月２０日鈴鹿市東庄内町地内の一般国道３０６号に
おいて、道路管理瑕疵に起因して発生した事故に係る損害賠
償の額について和解した。

専決処分の報告について
（県管理道路における県の管
理瑕疵による損害賠償につ
いて）

専決処分の報告について
（県管理道路における県の管
理瑕疵による損害賠償につ
いて）

専決処分の報告について    令和４年６月１２日三重郡朝日町地内の町道において発生し
た四日市北警察署に係る自動車による公務上の事故に関して
損害賠償の額について和解した。

（自動車事故による損害賠償
について）

　令和３年１２月２０日鈴鹿市算所町地内の県道鈴鹿環状線に
おいて、道路管理瑕疵に起因して発生した事故に係る損害賠
償の額について和解した。



区　　　分 件　　　名 概　　　要

　県土整備部
　つづき

損害賠償額 46,200円

【報告第 18 号】
　企業庁

　令和４年３月２６日伊勢市楠部町地内の県道鳥羽松阪線にお
いて、道路管理瑕疵に起因して発生した事故に係る損害賠償
の額について和解した。

私債権の放棄について    三重県債権の管理及び私債権の徴収に関する条例第１５条
の規定に基づくもの。

専決処分の報告について
（県管理道路における県の管
理瑕疵による損害賠償につ
いて）



区　　　分 件　　　名 概　　　要

【報告第 19 号】
　警察本部

【契約名称】
【履行場所】
【契約金額】 323,452,800円
【契約方法】 一般競争入札
【契約の相手方の住所及び氏名】

愛知県名古屋市中区錦一丁目17番1号

中部支店

【契約締結の年月日】
令和４年７月７日

【契約期間】 令和４年７月７日から
令和１０年１２月３１日まで

【契約名称】

【履行場所】
【契約金額】 1,644,361,290円
【契約方法】 総合評価一般競争入札
【契約の相手方の住所及び氏名】

愛知県名古屋市中区栄三丁目17番12号

支社長　湯次　善麿
愛知県名古屋市中区栄三丁目17番12号

支店長　東村　光弘
【契約締結の年月日】

【契約期間】 令和４年７月１９日から
令和１１年２月２８日まで

ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

   県が賃借人となる予定価格７千万円以上の賃貸借の契約

警察本部110番センター及び18警察署

令和４年７月１９日

議会の議決すべき事件以外
の契約等について

支店長　三沢　康秀

   県が賃借人となる予定価格７千万円以上の賃貸借の契約議会の議決すべき事件以外
の契約等について

三重県警察通信指令システム再構築及び賃
貸借

警察本部刑事部鑑識課

株式会社日立製作所中部支社

三菱ＨＣキャピタル株式会社中部法人支店

指掌紋情報管理システム賃貸借



区　　　分 件　　　名 概　　　要

　警察本部
　つづき 【契約名称】

【履行場所】

【契約金額】 188,179,200円
【契約方法】 一般競争入札
【契約の相手方の住所及び氏名】

愛知県名古屋市中区錦二丁目2番2号

支店長　田路　幸治
【契約締結の年月日】

【契約期間】 令和４年８月２６日から
令和１０年２月２９日まで

令和４年８月２６日

交通管制センター上位装置賃貸借契約
三重県警察本部交通部交通規制課交通管
制センター

議会の議決すべき事件以外
の契約等について

   県が賃借人となる予定価格７千万円以上の賃貸借の契約

芙蓉総合リース株式会社名古屋支店



区　　　分 件　　　名 概　　　要

　教育委員会
【契約名称】

【履行場所】
【契約金額】 163,434,744円
【契約方法】 一般競争入札
【契約の相手方の住所及び氏名】

愛知県名古屋市中村区名駅三丁目25番3号

支店長　相良　長典
【契約締結の年月日】

【契約期間】 令和４年７月１５日から
令和１０年１０月３１日まで

令和４年７月１５日

議会の議決すべき事件以外
の契約等について コンピュータネットワーク総合研修システムの

賃貸借契約
三重県総合教育センターほか

ＦＬＣＳ株式会社中部支店

   県が賃借人となる予定価格７千万円以上の賃貸借の契約



区　　　分 件　　　名 概　　　要

　県土整備部

【契約名称】

【履行場所】
多気郡明和町大字斎宮　地内

【契約金額】 変更前 　997,623,000円　
変更後 1,004,434,200円　

【契約方法】 随意契約
【契約の相手方の住所及び氏名】

松阪市高町４５０番地１

代表者　丸亀産業株式会社

【契約締結の年月日】
令和４年７月８日

【契約期間】 令和４年３月３０日から
令和６年５月２日まで

丸亀・田村特定建設工事共同企業体

宮川流域下水道（宮川処理区）明和幹線（第
７工区）管渠工事

議会の議決すべき事件以外
の契約等について

   地方公営企業の業務に関する予定価格５億円以上の工事又
は製造の請負の契約の変更

代表取締役　竹上　景太

多気郡明和町大字上野～



区　　　分 件　　　名 概　　　要

　企業庁

【契約名称】 内径１８００粍制水弁取替工事（四期・西方）
【履行場所】 桑名市大字西方地内
【契約金額】 変更前 731,104,000円

変更後 739,057,000円
【契約方法】 随意契約
【契約の相手方の住所及び氏名】

四日市市大字塩浜４１０１番地の５
新陽工業株式会社
代表取締役　新井　政智

【変更契約締結の年月日】

【契約期間】 令和３年７月３０日から
令和５年２月８日まで

【報告第 20 号】
　企業庁
　病院事業庁
　県土整備部

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の
規定に基づくもの。

令和４年７月１日

令和3年度決算に係る資金不
足比率（企業会計分）につい
て

議会の議決すべき事件以外
の契約等について

　地方公営企業の業務に関する予定価格５億円以上の工事又
は製造の請負の契約の変更



区　　　分 件　　　名 概　　　要

◎提出
（１件）

県の出資等に係る法人の経
営状況に関する説明書

   地方自治法第２４３条の３第２項及び同法施行令第１７３条の
２の規定により、公益財団法人三重こどもわかもの育成財団、公
立大学法人三重県立看護大学及び地方独立行政法人三重県
立総合医療センターの経営状況を説明する書類を提出するも
のである。


